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高度化事業スキームによるその他の貸付事業について 

中小機構が、都道府県が必要な事業原資を貸して協調して融資をするという高度化スキー

ムの基本はそのままに、地域産業振興や災害復興等の多様化する地域ニーズに応えている。 

１．地域中小企業応援ファンド事業・農商工連携型地域中小企業応援ファンド事業 

一般社団法人等（都道府県の中小企業支援センター等）が、基金を造成し、その運用益により、創

業・中小企業の経営の革新、農商工連携事業に助成する事業に対し、機構と都道府県が基金造成に必

要な資金を貸付けるもの。（機構法１５条１項３号イの業務） 

 

 

 

２．小規模企業者等設備貸与事業 

創業又は経営の革新を図るため、小規模企業者等及び創業者に対し、設備貸与事業（割賦販売又

はリース）を行う貸与機関（都道府県の中小企業支援センター等）に対し、機構と都道府県が必要となる

事業資金を貸付けるもの。また、貸倒損失に備えるための基金を設置するために必要な資金を併せて

貸付けることができる。（機構法１５条１項３号イの業務） 

小規模企業者等設備導入資金助成法のＨ２７年３月末廃止を受けＨ２７より事業開始。 

 

 



 

３．被災中小企業復興支援事業 

一般社団法人又は一般財団法人（都道府県の中小企業支援センター）が、基金を造成し、その運用

益により大規模な火災、震災その他災害により被害を受けた中小企業者を支援する事業。（機構法１５

条１項３号ニの業務） 

４．被災中小企業施設・設備整備支援事業 

東日本大震災・熊本地震による被災中小企業の施設復旧のため、被災道県の中小企業支援セン

ターが行う貸付事業に対し、機構と被災道県が必要な資金を貸付けるもの。（機構法１５条１項３号ニの

業務） 

なお、令和元年東日本台風（台風１９号等）についても貸付制度を造成したが、管理事業については

交付金を２０年間充当する形で事業が始まっている（宮城県、福島県、栃木県）。 

 

５．特定地域中小企業特別資金 

東日本大震災による原発事故の影響を受け移転する中小企業又は避難区域解除により帰還する中

小企業に対し、（公財）福島県産業振興センターが事業再開・継続に必要な資金を貸し付ける事業に対

し、機構と福島県が貸付けを行うもの。（機構法１５条１項３号ニの業務） 

 

被災道県 

 

 

 

 

 

北海道、青森県 

岩手県、宮城県 

福島県、千葉県 

熊本県 

広島県 

岡山県 

愛媛県 

 

茨城県 


